
市民投票手続きの概要

市民請求 議会請求 市長発議

市民投票の請求事項

等を記した書類を市長

へ提出

投票総数が投票資格者の２分の１以上の場合投票は成立し、賛否の意思は、有効投

票総数の過半数をもって決する。
投票総数が投票資格者の２分の１に満たない場合は成立せず、開票も行わない。

市長は代表者の資格
と市民投票を実施すべ
き事項かを確認し、必
要な署名数を提示

議員定数の１２分
の１以上の賛成を得
て実施を議会へ提案

市長は投票の要旨を公表
選挙管理委員会は要旨の公表の日から３０日を経過した日から９０日を越えない範囲
で投票日を定め、告示

議会にて出席議員

の過半数の賛成を得

て実施を請求
自ら発議

市民投票の実施

告示日から投票日の前日まで投票に関する情報の縦覧

３１日以内に請求

資格者の６分の１以

上の署名を収集
選挙管理委員会に
よる署名の審査を経
て、実施を請求


